
 

 

１．件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の核燃料

物質使用変更許可申請に係る面談 

 

２．日時：令和 4 年 12 月 21 日（水） 16 時 00 分～16 時 05 分 

 

３．場所：原子力規制庁 10 階会議卓 ※テレビ会議により実施 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門 

本多主任安全審査官、水野係員 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

プルトニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開発課 

マネージャー 他１名 

安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部 施設保安管理課 技術副主幹 他１名 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．提出資料 

・核燃料物質使用変更許可申請について（令 04 原機（サ保）075、令和 4 年 8 月 30 日申請）

プルセンター施設 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:02 原子力規制庁の本田でございます。今日の面談はですね、原子力機構の

核燃料サイクル工学研究所の核燃料物質使用変更許可申請のうちです

ね、 

0:00:16 プルトニウム燃料第 2 開発室において機器のですね解体撤去作業をする

ことになっておるんですけれども、そのことについての面談でございま

すのでよろしくお願いいたします。 

0:00:28 それではちょっと私の方からちょっとイントロでいいますかさせていた

だきます。 

0:00:34 先ほど申し上げたプルトニウム燃料第 2 開発室においてですね不要にな

った主要設備の解体撤去作業をするという、申請の内容ございますけれ

どもその中で 

0:00:47 汚染のない物品についての処理についてですね 

0:00:53 核燃料サイクル工学研究所の諸規定に基づいて処理をするとか対処する

っていうような記載があるんですけれどもこれを意味するところってい

いますかねこれはどういうことを想定されているのかちょっとというな

ことと、 

0:01:07 ご説明いただけませんでしょうか。 

0:01:14 原子力機構の須藤です。いただいたコメントに対して資料に基づいて回

答の方をいたします。 

0:01:21 回答の方ですけども今後定める核燃料サイクル工学研究所の諸規定等は

ですね、令和 4 年 9 月 26 日付で申請しました。 

0:01:33 核燃料物質使用変更許可、主要養護施設保安規定、 

0:01:38 及びその下部規定の方が該当いたします。 

0:01:42 ＵＴＴ配管とかですね、課題と汚染がないものと考えられる撤去対象設

備のうち、当該諸規程に合致するものにつきましては、 

0:01:54 放射性廃棄物でない廃棄物、ＮＲとして、管理の方をしていきたいと考

えております。 

0:02:01 この 12 月、11 月、4 年の 9 月 26 日付けで申請した。 

0:02:07 この申請書は昨日ですね、許可をいただいたというものものになりま

す。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:13 資料の方を 2 ページ以降の方ですけどもこちらについては、その保安規

定の方を概要の方について、抜粋したものになります。 

0:02:22 以上です。 

0:02:24 規制庁の方メセご説明ありがとうございました。よくわかりました当時

は、このカクサケンの変更許可申請時においてはまだ 

0:02:37 保安規制の方も多分この日付から言うと申請もされていないですね保安

規定の方も申請もされてないんだけれども当然カクサケンの所内ではそ

のＮＲというふうにしようかとかそういった議論というか相談事は当

然、 

0:02:52 あったんだけれどもその申請書においてははっきりその段階では、こう

記載できなかったというふうに理解しましたけどこれこんな感じでよろ

しいですか。うん。 

0:03:03 原子力機構の須藤です。その通りです。 

0:03:07 今回、規制庁の本田です。ありがとうございましたそうしましたらちょ

っと、ちょっと繰り返しですけどここで言ってる、 

0:03:13 ちょっと確認の作業工学研究所の諸規定に従うっていうのは、保安規定

に定めた小、ＮＲいわゆる放射性廃棄物廃棄物、 

0:03:25 に係る規定に沿って、適切に対処しますと、そういうことと理解いたし

ます。よろしいですか。 

0:03:34 議事録のスドウですはい。よろしいです。 

0:03:39 はい規制庁の恩田でございます。こちらからちょっと確認させていただ

くことは以上になりますけれども減少機構さんから何かありますか。 

0:03:51 徳重助教の東です。草木の方、何かありますか。 

0:03:57 原子力機構の首藤です。ありません。はい。はい。大町気候は特にござ

いません。わかりました。はい。規制庁の方でわかりました。ありがと

うございました。それでは特に 

0:04:10 コメントと、補足等がないということなので 

0:04:15 面談の方終わりにいたします。どうもありがとうございました。 

0:04:19 ありがとうございました。 
 


